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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電線、ケーブル、光ファイバー、チューブから選択される１種又は２種以上の線状体（
４）の３本以上を並列に配置し、その外周を被覆樹脂弾性材（５）で 被覆して各線状体
（４）を一体に連結した可動用フラットケーブル（１）であって、
　上記被覆樹脂弾性材（５）で被覆された３本以上の線状体（４）を円弧線上に配置する
とともに、その樹脂被覆された各線状体（４）は上記被覆樹脂弾性材（５）の被覆時に一
体成形したその被覆樹脂弾性材（５）からなるウエブ状連結部（１２）でもって連結され
ており、上記複数の線状体（４）はその抗張力が上記被覆樹脂弾性材（５）の抗張力に比
べて大きく設定されて、外力によってこのフラットケーブル（１）がその長さ方向におい
て折り返されて屈曲する際、その屈曲部分（９）において各線状体（４）が同一平面上に
位置するように上記被覆樹脂弾性材（５）からなるウエブ状連結部（１２）が変形してそ
の屈曲を許容し、上記外力が除かれて屈曲が解消すれば、上記被覆樹脂弾性材（５）から
なるウエブ状連結部（１２）の復元力により、各線状体（４）が元の位置に復帰すること
を特徴とする可動用フラットケーブル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、工作機械や組立てロボット等の可動部を有する機器において、その可動部
に電力を供給したり、制御信号を伝達したりするための可動用フラットケーブルに関する
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【背景技術】
【０００２】
　工作機械や組立てロボット等の機器は、その加工台や可動アーム等の作業ユニットが自
在に移動して加工作業が行われる。その作業ユニットは、モータ、ソレノイド、光源等の
様々な部品が組み込まれており、その各部品には、制御盤等の固定物からケーブルを介し
て電力の供給や制御信号の伝達がなされる。
【０００３】
　その際、作業ユニットが移動するのにつれて、その作業ユニットと固定物との距離が変
化するため、上記ケーブルは、作業ユニットの移動につれて固定物に対して引き出された
り、引き戻されたりする。このとき、ケーブルをその長さ方向において折り返して屈曲さ
せ、ケーブルの引き出し・引き戻しにつれてその屈曲位置を移動させて対応させるのが一
般的であり、その屈曲位置が移動する際、ケーブルが蛇行したりして、その引き出し・引
き戻しが円滑になされない恐れがある。
　この蛇行を防止するため、チェーン状のケーブルベアの内側に上記ケーブルを収納し、
そのケーブルベアによりケーブルを案内することで、ケーブルの屈曲部の移動をその引き
出し・引き戻し方向に規制したものがある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平９－１７７９０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記ケーブルベアを使用したケーブルによる電力・信号伝達は、そのケーブルベアの分
、嵩高くなっている。一方、今日、各種機械の小型化が進められており、その小型化に伴
い、上記ケーブルベアの省スペース化が望まれている。
　その省スペース化には、ケーブルベアを無くすことが考えられるが、上記のケーブルの
蛇行が問題となる。
【０００５】
　この発明は、上記の実情に鑑み、ケーブル自体に屈曲時の方向性を維持するようにして
、上記ケーブルベアの使用を省略し得るようにしたのである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、この発明は、まず、電線等の複数の線状体を並列に配置し
、その外周を被覆樹脂弾性材で被覆して上記各線状体を一体にしたフラットケーブルとし
たのである。
　フラットケーブルは、その長さ方向において折り返して屈曲をさせると（図２、図３の
状態）、その屈曲部を除いてフラット状態を維持しつつ屈曲するとともに、屈曲が解消さ
れれば、扁平なフラット形状に復帰する。このため、フラットケーブルはその屈曲方向に
蛇行することなく追従する。
【０００７】
　つぎに、この発明は、上記複数の線状体を、上記フラットケーブルの断面厚さ方向の上
下にずらして配置し、その複数の線状体は、その抗張力が上記被覆樹脂弾性材の抗張力に
比べて大きく設定されたものとしたのである。
　複数の線状体が上記断面厚さ方向の上下にずれていれば、このフラットケーブルがその
長さ方向において折り返されて屈曲しようとする際、各線状体はそれぞれの上記断面厚さ
方向の上下にずれた位置に対応した、それぞれ異なる曲率で屈曲することとなる。この異
なる曲率で屈曲させるには、屈曲部の内側（曲率が小さい）の線状体に対して、外側（曲
率が大きい）の線状体はより多く引き伸ばされる必要がある。
　しかし、この各線状体には引き伸ばされるのに対する抵抗力、所謂、抗張力があるため
、曲率の差に対応した長さの分だけケーブルを引き伸ばすことは容易ではない。このこと
から、このフラットケーブルは、例え、屈曲を生じさせる外力が作用したとしても屈曲し
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難く、通常のフラットケーブルに比べて元の形状を保持する作用が強いため、その保形性
を維持しつつ屈曲することとなり、屈曲による蛇行はさらに抑制される。
【０００８】
　一方、このフラットケーブルに上記屈曲方向の外力を意図的に負荷すれば、被覆樹脂が
弾性材からなるため、その屈曲につれて、各線状体が同一平面上に近づくように上記被覆
樹脂弾性材が変形してその屈曲を許容し、屈曲が解消されれば、上記被覆樹脂弾性材の復
元力により、各線状体が元の位置に復帰する。その屈曲の際、複数の線状体はその抗張力
が上記被覆樹脂弾性材の抗張力に比べて大きく設定されているため、主として被覆樹脂弾
性材が変形を許容して各線状体を同一平面上に近付ける作用を行う（図２の屈曲断面９ａ
参照）。
　線状体と被覆樹脂弾性材の抗張力は、保形性と屈曲性が両立し得る物性値の範囲を考慮
して、この発明の作用をなし得るように、実験等によって適宜に設定する。
　このように、このフラットケーブルは、保形性を高めることによる屈曲性は損なわれず
、保形性と屈曲性が両立したものであるため、蛇行することなく、その長さ方向において
折り返した屈曲を円滑にさせることができる。
【０００９】
　この発明の構成としては、複数本の線状体を並列に配置し、その外周を被覆樹脂弾性材
で被覆して上記各線状体を一体に連結した可動用フラットケーブルであって、上記複数の
線状体を、フラットケーブルの断面厚さ方向の上下にずらして配置し、その複数の線状体
はその抗張力が上記被覆樹脂弾性材の抗張力に比べて大きく設定されて、このフラットケ
ーブルがその長さ方向において折り返されて屈曲する際、その屈曲部において、各線状体
が同一平面上に近づくように上記被覆樹脂弾性材が変形してその屈曲を許容し、屈曲が解
消されれば、上記被覆樹脂弾性材の復元力により、各線状体が元の位置に復帰するものを
採用することができる。
【００１０】
　上記線状体には、電力供給電線、信号伝達電線等の種々の電線（ケーブルも含む）や、
光ファイバー（ケーブルも含む）等の通信線条体や、水、空気、油等を流通させるチュー
ブ等の管状体等のように、従来、可動用ケーブルに内装されていた種々のものを採用でき
、この発明では、その各線状体の複数本、例えば、電線を複数本、又は、電線と管状体を
少なくとも一つ有する複数本等と種々の組み合わせの複数本を並列に配置したものとする
。
【００１１】
　上記各線状体をフラットケーブルの断面厚さ方向の上下にずらした態様としては、上記
保形性を有効に発揮するものであれば、何れでも良いが、例えば、各線状体を円弧線上に
位置させたり、Ｗ字の線上に位置させたりする。そのＷ字の線上の位置は、各頂点のみな
らず、その途中の線上等と任意である。
【００１２】
　上記線状体の数は適宜選択できるが、２本であると、保形性をあまり望めないので、３
本以上、好ましくは５本以上とする。例えば、ロボットの可動部への電力供給と信号伝達
をこのフラットケーブルで行う場合、電力線を３本、信号線を２本の計５本を設けること
ができる。
　また、このフラットケーブルの幅方向（厚さ方向に対して直角方向）において上記線状
体の配置をその幅方向の中心線に対して対称とすれば、長さ方向における屈曲を生じさせ
る外力が作用した際の屈曲がスムーズであるとともに、蛇行もし難いものとなる。上記幅
方向に蛇行しようとする際のその幅方向両側の抗力が同じであるため、蛇行し難く、一方
、屈曲はスムーズになされるからである。さらに、上記線状体の並列配置は１層に限らず
、その厚さ方向の上下に２層以上設けた多層構造とすることもできる。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明は、以上のように、並列配置の線状体を厚さ方向の上下にずらすとともに、線
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状体と被覆樹脂弾性材との間の抗張力を異ならせたので、保形性が高く、しかも、屈曲の
際に生じる蛇行も極力抑制される。そのため、ケーブルベアを必要とせずに、屈曲時の蛇
行のないものとし得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　この発明の一実施形態を図１に示して説明すると、このフラットケーブル１は、導体３
を樹脂被覆２した５本の絶縁電線４を円弧線ｃ上に並んで配置し、その外周を樹脂弾性材
である軟質ポリ塩化ビニル５で両端を除いて同一厚さで円弧状に被覆したものである。こ
の樹脂弾性材として、軟質ポリ塩化ビニル以外にポリエステル系・シリコン系・スチレン
系等の熱可塑性エラストマーやゴムなどが使用できる。
　このフラットケーブル１は、各絶縁電線４が円弧線ｃ上に位置することから、そのフラ
ットケーブル断面厚さ方向の上下にずらして配置され、各絶縁電線４はその導体３が銅か
らなるため、その抗張力は樹脂である軟質ポリ塩化ビニル５の抗張力に比べて著しく大き
くなっている。また、幅方向（厚さ方向に対して直角方向）において各絶縁電線４はその
中央の絶縁電線４（幅方向の中心線）に対して対称に配置されている。
【００１５】
　このフラットケーブル１は、例えば、図２に示すように、その長さ方向において折り返
した構成によって、作業ユニット６と電力の供給源７とを接続する。この構成においては
、フラットケーブル１の一端が工作機械等に固定された電力の供給源７に水平に接続され
、他端が作業ユニット６に水平に接続され、その作業ユニット６が水平方向へ往復運動（
同図中の白抜き矢印）することによって、作業ユニット６に設けられた加工ツール等で加
工等の作業を行う。
　その際、フラットケーブル１が水平に配置されている２箇所の水平部分８、８において
は、このフラットケーブル１が有する保形性によってこのフラットケーブル１は曲がるこ
となくほぼ水平に維持される。
【００１６】
　また、２箇所の水平部分８、８の間においては、フラットケーブル１に屈曲を生じさせ
る外力が作用し、その部分で屈曲が生じる。この屈曲が生じた屈曲部分９では、作業ユニ
ット６と電力の供給源７との位置関係に対応して、このフラットケーブル１が１８０度方
向転換している。
【００１７】
　この屈曲部分９の屈曲断面９ａにおいては、各絶縁電線４が可撓性を有する軟質ポリ塩
化ビニル５で一体に成形され、かつ各絶縁電線４の抗張力が大きいため、屈曲を生じさせ
る外力が作用することにより、軟質ポリ塩化ビニル５が、各絶縁電線４がほぼ同一平面上
に並ぶように変形する。これにより、屈曲部分９における各絶縁電線４の曲率はほぼ同一
となって、円滑に屈曲するとともに、作業ユニット６の移動につれてその屈曲部分９が円
滑に移行してその移動が円滑になされる。
【００１８】
　このフラットケーブル１は、絶縁電線４の円弧線上の配置が、円弧の膨らみを上記屈曲
の内側にした状態（図２参照）、あるいは、円弧の膨らみを上記屈曲の外側にした状態の
いずれの構成も適用できる。
【００１９】
　この各絶縁電線４は軟質ポリ塩化ビニル等の樹脂弾性材５とともに押出し成形して一体
にされる。また、この成形の他の方法として、図３に示すように、絶縁電線４と介在１３
を縦添え又は撚り合わせたもの、各絶縁電線４のみを縦添え又は撚り合わせたものを樹脂
弾性材５で被覆すると共にチューブ１１を形成し、それらをその被覆時に一体成形したウ
エブ状連結部１２で一体にする（連結する）こともできる。チューブ１１は樹脂弾性材５
によらず別物（例えば、樹脂チューブ）で構成することもできる。さらに、絶縁電線４の
導体３を被覆する樹脂被覆２を加熱によって融着したり、弾性を有する接着剤等を用いた
りして、各絶縁電線４を一体にすることもできる。
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　図３に示すフラットケーブル１においては、その長さ方向において折り返されて屈曲す
ると、その屈曲部分において各絶縁電線４が同一平面上に位置するように樹脂弾性材５か
らなるウエブ状連結部１２が変形してその屈曲を許容し、屈曲が解消すれば、樹脂弾性材
５からなるウエブ状連結部１２の復元力により、各絶縁電線４が元の位置に復帰する。
【００２０】
　また、図１に示したフラットケーブル１を用いた他の構成を図４に示して説明する。こ
の構成は、フラットケーブル１の一端が工作機械等に固定された電力の供給源７に水平に
接続され、他端が作業ユニット６に垂直に接続され、その作業ユニット６が、水平方向へ
の往復運動と垂直方向への往復運動（同図中の白抜き矢印）を同時に行うことができる、
つまり作業ユニット６の２次元的な動きにも対応できるようになっている。
　なお、この場合、水平方向への往復運動と垂直方向への往復運動の屈曲部分９には屈曲
部分９を案内するガイド（図示せず）を設ける。
　この構成においても、作業ユニット６が水平方向にのみ運動する場合と同様に、フラッ
トケーブル１が水平に配置されている水平部分８、及び、垂直に配置している垂直部分１
０において、フラットケーブル１が有する保形性によって、このフラットケーブル１は蛇
行することなくほぼ水平及び垂直に維持される。
【００２１】
　また、２箇所の水平部分８、８の間、及び、水平部分８と垂直部分１０の間においては
、フラットケーブル１に屈曲を生じさせる外力が作用し、それらの部分で屈曲が生じる。
この屈曲が生じた屈曲部分９では、作業ユニット６と電力の供給源７との位置関係に対応
して、このフラットケーブル１が１８０度又は９０度方向転換している。
【００２２】
　この屈曲部分９の屈曲断面９ａにおいては、上記したように、屈曲を生じさせる外力が
作用することにより、この軟質ポリ塩化ビニル５が変形して、フラットケーブル１を構成
する各絶縁電線４がほぼ同一平面上に並ぶ。これにより、屈曲部分９における各絶縁電線
４の曲率はほぼ同一となり屈曲性は良好となる。
【００２３】
　図２及び図４に示す構成においては、フラットケーブル１を作業ユニット６及び電力の
供給源７とそれぞれ、フラットケーブル１の長さ方向を含む同一平面上において、水平又
は垂直に接続したが、接続の角度はこれら（水平・垂直）に限定されない。すなわち、こ
のフラットケーブル１が接続されている作業ユニット６と他の作業ユニット６との位置関
係を考慮して、相互の駆動を阻害しないように、フラットケーブル１と作業ユニット６又
は電力の供給源７等とを同一平面上において適宜に斜め方向に接続する。
　このように斜め方向に接続した場合でも、このフラットケーブル１は、高い保形性によ
って屈曲部分９以外において元の断面形状を保って、蛇行することなく円滑に屈曲して作
業ユニット６の動きに追従する。
【００２４】
　この発明の他の実施形態を図５に示して説明すると、図１に示したフラットケーブル１
と同じく、樹脂被覆２で導体３が被覆された同径の９本の絶縁電線４からなり、各絶縁電
線４は可撓性を有する軟質ポリ塩化ビニル５により両端を除いて同一厚さで被覆されて一
体になり、Ｗ字の線ｗ上に並んでいるとともにケーブル幅方向においてその中央の電線４
（幅方向の中心線）に対して対称に配置されている。
【００２５】
　このフラットケーブル１も、図１に示した各絶縁電線４を円弧線ｃ上に配置したものと
同様に、屈曲を生じさせる外力が作用することにより、軟質ポリ塩化ビニル５が変形して
、フラットケーブル１を構成する各絶縁電線４がほぼ同一平面上に並ぶ。これにより、屈
曲部分９における各絶縁電線４の曲率はほぼ同一となり屈曲性は良好となる。
　また、その部分以外においては、上記保形性によってフラットケーブル１は曲がること
なく、元のＷ字の線上に並んだ状態が維持される。
【００２６】
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　このフラットケーブル１も、同様に、フラットケーブル１の表裏（図５の上下面）のい
ずれを屈曲の内側にしてもよい。
【００２７】
　図１及び図５に示すように、同径の絶縁電線４のみを一体にしてフラットケーブル１と
するのみならず、図３に示すように、同径及び異径の絶縁電線４、チューブ１１等の管状
体、さらに、必要に応じて光ファイバー等の通信線も適宜選択してひとまとめにすること
ができるので、絶縁電線４等の配線・配管をすっきりさせることができ、取り扱いの点で
優れたものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】一実施形態の部分斜視図
【図２】同実施形態の作用図
【図３】他の実施形態の断面図
【図４】同他の作用図
【図５】他の実施形態の部分斜視図
【符号の説明】
【００２９】
１　フラットケーブル
２　樹脂被覆
３　導体
４　絶縁電線（線状体）
５　樹脂弾性材（軟質ポリ塩化ビニル）
６　作業ユニット
７　電力供給源（固定物）
８　水平部分
９　屈曲部分
１０　垂直部分
１１　チューブ
１２　連結部
１３　介在
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